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第１章 はじめに 

 

１ 人口ビジョン策定の背景と目的 

 

（１）背景 

急速に進む少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、そ

れぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していく

ことが喫緊の課題となっているため、国は、平成２６（２０１４）年９月に「まち・ひと・

しごと創生法」を制定するとともに、同年１２月に「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」

（以下、「国の長期ビジョン」という。）及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、

「国の総合戦略」という。）を閣議決定しました。 

これらを踏まえ、都道府県と市町村においても、人口の現状と将来の展望を示す「地方

人口ビジョン」を策定し、これを踏まえて、今後５か年の目標や施策をまとめた「地方版総

合戦略」を策定するよう努めることとされ、国と地方が総力を挙げて地方創生や人口減少克

服に取り組むこととなっています。 

 

（２）目的 

北本市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンは、国の長期ビジョンの趣旨を踏まえ、本市

における人口の現状を分析し、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を示すことを目

的に策定しました。 

 

（３）位置付け 

本ビジョンは、市政運営の最上位計画である北本市総合振興計画の考え方を前提とした

上で、「北本市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に向けて、効果的な施策を企画

立案するための重要な基礎資料となるものです。対象期間は、平成４７（２０３５）年ま

での２０年間を推計期間とします。 
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２ 国の長期ビジョンと総合戦略 

 

（１）国の長期ビジョンの趣旨・概要 

国の長期ビジョンは、日本の人口の現状と将来の姿を示し、人口問題に関する国民の認

識の共有を目指すとともに、今後、取り組むべき将来の方向を提示することを目的として

策定されています。 

同ビジョンでは、以下のような内容が示されています。 

 

「国の長期ビジョン」の概要 

Ⅰ．人口問題に対する基本認識 

１．「人口減少時代」の到来 

◯２００８年に始まった人口減少は、今後加速度的に進む。 

◯人口減少の状況は、地域によって大きく異なる。 

◯人口減少は地方から始まり、都市部へ広がっていく。 

２．「人口減少」が経済社会に与える影響 

○人口減少は、経済社会に対して大きな重荷となる。 

○地方では、地域経済社会の維持が重大な局面を迎える。 

３．東京圏への人口の集中 

○東京圏には過度に人口が集中している。 

○今後も東京圏への人口流入が続く可能性が高い。 

○東京圏への人口の集中が、日本全体の人口減少に結び付いている。 

Ⅱ．今後の基本的視点 

１．人口減少問題に取り組む意義 

○人口減少に対する国民の危機感は高まっている。 

○的確な政策を展開し、官民挙げて取り組めば、未来は開ける。 

○人口減少への対応は、「待ったなし」の課題である。 

２．今後の基本的視点 

○３つの基本的視点から取り組む。 

①「東京一極集中」の是正 

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現 

③地域の特性に即した地域課題の解決 

○国民の希望の実現に全力を注ぐ。 

○若い世代の結婚・子育ての希望に応える。 

Ⅲ．目指すべき将来の方向 

１．「活力ある日本社会」の維持のために 

○人口減少に歯止めをかける。 

○若い世代の希望が実現すると、出生率は１．８程度に向上する。 
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○人口減少に歯止めがかかると、２０６０年に１億人程度の人口が確保される。 

○さらに、人口構造が「若返る時期」を迎える。 

○「人口の安定化」とともに「生産性の向上」が図られると、２０５０年代に実質Ｇ

ＤＰ成長率は、１．５～２％程度が維持される。 

２．地方創生がもたらす日本社会の姿 

○自らの地域資源を活用した、多様な地域社会の形成を目指す。 

○外部との積極的なつながりにより、新たな視点から活性化を図る。 

○地方創生が実現すれば、地方が先行して若返る。 

○東京圏は、世界に開かれた「国際都市」への発展を目指す。 

○地方創生は、日本の創生であり、地方と東京圏がそれぞれの強みを活かし、日本 

全体を引っ張っていく。 

 

（２）国の総合戦略の趣旨・概要 

国の総合戦略は、国の長期ビジョンを踏まえ、国において、平成２７（２０１５）年度

を初年度とする今後５か年の政策目標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめたもの

です。 

国の総合戦略では、以下のような内容が示されています。 

 

「国の総合戦略」の概要 

Ⅰ．基本的な考え方 

１．人口減少と地域経済縮小の克服 

○地方は、人口減少を契機に、「人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮 

小が人口減少を加速させる」という負のスパイラルに陥るリスクが高い。 

○人口減少克服・地方創生のためには、３つの基本的視点から取り組むことが重要。 

①「東京一極集中」の是正 

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現 

③地域の特性に即した地域課題の解決 

２．まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立 

◯「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立する

とともに、その好循環を支える「まち」に活力を取り戻す。 

①しごとの創生 

②ひとの創生 

③まちの創生 

Ⅱ．政策の企画・実行に当たっての基本方針 

１．従来の政策の検証 

○これまでの政策は、一定の成果を上げたが、大局的には地方の人口流出や少子化に 
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歯止めがかかっていない。その要因は次の５点。 

①府省庁・制度ごとの「縦割り」構造 

②地域特性を考慮しない「全国一律」の手法 

③効果検証を伴わない「バラマキ」 

④地域に浸透しない「表面的」な施策 

⑤「短期的」な成果を求める施策 

２．まち・ひと・しごとの創生に向けた政策５原則 

○人口減少克服・地方創生を実現するため、５つの政策原則に基づき施策を展開する。 

①自立性：構造的な問題に対処し、地方公共団体、民間事業者、個人等の自立につ

ながる。 

②将来性：地方が自主的かつ主体的に、夢を持って前向きに取り組むことを支援す

る。 

③地域性：各地域の実態に合った施策を支援。国は支援の受け手側の視点に立って

支援。 

④直接性：最大限の成果をあげるため、直接的に支援する施策を集中的に実施する。 

⑤結果重視：ＰＤＣＡメカニズムの下、具体的な数値目標を設定し、効果検証と改

善を実施する。 

３．国と地方の取組体制とＰＤＣＡの整備 

○国と地方の役割分担の下、地方を主体とした枠組みの構築に取組む。 

①５か年戦略の策定 

②データに基づく、地域ごとの特性と地域課題の抽出 

③国のワンストップ型の支援体制等と施策のメニュー化 

④地域間の連携推進 

Ⅲ．今後の施策の方向 

１．政策の基本目標（４つの基本目標） 

基本目標① 地方における安定した雇用を創出する 

・２０２０年までの５年間の累計で地方に３０万人分の若者向け雇用を創出 

基本目標② 地方への新しいひとの流れをつくる 

・２０２０年に東京圏から地方への転出を４万人増、地方から東京圏への転入を６万

人減少させ、東京圏から地方の転出入を均衡 

基本目標③ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

・２０２０年に結婚希望実績指標を８０％、夫婦子ども数予定実績指標を９５％に向

上 

基本目標④ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域 

を連携する 

・「小さな拠点」の整備や「地域連携」を推進する。目標数値は、地方版総合戦略の

状況を踏まえ設定 
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人口・世帯数の推移（出典：国勢調査（S45～H22）、住民基本台帳（H27.1.1）） 

 

北本市の人口ピラミッド（出典：Ｈ27.3.31 住民基本台帳） 

 

第２章 本市の現状 

１ 人口等の動向分析 

 

（１）人口・世帯数・世帯人員 

総人口は、平成１７年をピークに減少を続けています。また、世帯数が増加しています

が、世帯人員は減少しています。 

 

 

（２）年齢階層別人口 

ア 人口ピラミッド 

平成２７（２０１５）年１月１日における男女別・５歳階級別の人口（人口ピラミッ

ド）を見ると、概ね国と同様の傾向となっており、６５～６９歳のいわゆる「団塊の世

代」の層及び４０～４４歳のいわゆる「団塊ジュニア」の層に厚みがありますが、３５

～３９歳以下の人口は年代が低くなるほど少なくなる傾向があります。 
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イ 年齢３区分別人口の推移 

昭和４５（１９７０）年から概ね増加が続き、平成１７年をピークにその後は減少が

続いています。年齢構成を３つの区分に分け、その推移を見ると、老年（６５歳以上）

人口が増加する一方、年少（１４歳以下）人口は昭和５５（１９８０）年以降は減少傾

向にあるほか、平成７（１９９５）年まで増加していた生産年齢（１５～６４歳）人口

も平成１２（２０００）年には減少に転じています。 

また、総人口に占める年齢３区分別人口の構成割合も概ね同様の傾向となっており、

前記アで見た人口の状況を踏まえると、今後もこうした傾向が続くことが予想されます。 

 

 

年齢３区分別人口の推移（出典：国勢調査（S45～H22）、住民基本台帳（H27.1.1）） 

 

 

年齢３区分別人口構成比の推移（出典：国勢調査（S45～H22）、住民基本台帳（H27.1.1）） 
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（３）社会増減と自然増減 

社会増減（転入－転出）は、平成５（１９９３）年以降急激に落ち込み、平成７（１９

９５）年以降は転入者より転出者数が多くなり、転出超過傾向が続いています。大規模な

住宅の供給が途切れたことと、都心回帰の影響によるものと考えられます。 

また、自然増減（出生－死亡）は、少子高齢化の影響により死亡数が出生数を上回り、

平成２１（２００９）年以降マイナスが続いています。 

 

社会増減・自然増減の推移（出典：北本市の統計、市民課資料） 

 

ア 年齢別にみた社会増減の推移 

   近年の社会増減の推移を見ると、２０～２９歳及び３０～３９歳の減少が顕著となっ

ています。ベッドタウン化した頃に子どもだった世代や、その後に生まれた世代で転出

超過の状態が続いています。 
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イ 県内他市町村別の転入・転出 

平成２５（２０１３）年における転入者の転入元市町村と、転出者の転出先市町村を

見ると、転入転出ともに、県内での移動が約６割となっています。県内での移動のうち、

さいたま市、上尾市、鴻巣市、桶川市の４市で、県内での移動の約６割（転出入全体の

３割強）を占めています。 

転入・転出の数に大きな差異は見られませんが、上尾市・桶川市とは転入超過、さい

たま市や鴻巣市とは転出超過の状況となっています。 

 

転入 県内から 1,391 人 転出 県内へ 1,484 人 

 
県外から 1,036 人 

 
県外へ 991 人 

      ◆転入前自治体（県内他市町村） 
 

  ◆転出先自治体（県内他市町村） 
 

 
団体名 転入数 構成比 

 
団体名 転出数 構成比 

1位 上尾市 218 15.7% 1位 さいたま市 297 20.0% 

2位 さいたま市 210 15.1% 2位 鴻巣市 241 16.2% 

3位 桶川市 198 14.2% 3位 上尾市 213 14.4% 

4位 鴻巣市 195 14.0% 4位 桶川市 197 13.3% 

5位 川口市 68 4.9% 5位 川口市 51 3.4% 

6位 熊谷市 48 3.5% 6位 熊谷市 42 2.8% 

7位 久喜市 43 3.1% 7位 加須市 41 2.8% 

8位 行田市 38 2.7% 8位 伊奈町 38 2.6% 

9位 伊奈町 29 2.1% 9位 行田市 37 2.5% 

10位 東松山市 26 1.9% 10位 川越市 33 2.2% 

平成 25（2013）年の市町村別転入・転出数（出典：平成 26年埼玉県統計年鑑） 
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ウ 合計特殊出生率と出生数 

平成１０（１９９８）年以降の合計特殊出生率（一人の女性が一生の間に産む子ども

の数平均の値）の推移を見ると、全国では平成１７（２００５）年を底に上昇傾向にあ

り、平成２６（２０１４）年時点では１．４２となっています。 

一方、北本市では、平成１３（２００１）年の１．３１をピークに増減を繰り返した

後、平成１９（２００７）年に大きく減少して以降１．１前後で推移しており、増加傾

向の全国や埼玉県より低い数値となっています。 

また、平成１２（２０００）年以降の出生数を隣接及び類似団体と比較すると、減少

傾向のところが多いものの、北本市は減少幅が他市より若干大きくなっています。人口

千人当たりの出生数は、平成１８年までは高い水準を維持していますが、平成２２年以

降は低い状態が続いています。 

 

合計特殊出生率の推移（出典：埼玉県ホームページ） 

 

 出典：埼玉県人口動態総覧 
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エ 婚姻と出生率 

隣接及び類似団体と女性の年齢別未婚率及び母の年齢別出生率を比較すると、２０歳

代前半から３０歳代の未婚率が高く、同じ年代で明らかに他市より出生率が低くなって

います。なお、同じ年代の男性の未婚率も比較団体中最も高くなっています。  

  ※未婚率＝１５歳以上人口（配偶関係「不詳」を除く。）に占める未婚者数の割合 

また、婚姻率の推移について隣接及び類似団体と比較すると、平成１２年の時点では

上から２番目だったのに対し、平成２５年には下から２番目となっており、年により増

減はあるものの、大きく減少しているといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査、埼玉県保健統計年報  

出典：埼玉県人口動態総覧 
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（４）「北本市転入者・転出者アンケート調査」 

平成２７年１０月、過去１年間に転入・転出された方を対象に、アンケート調査を実施

しました。その結果の概要は次のとおりとなっています。 

北本市

「転入者・転出者」調査概要

2015年12月●日

［調査概要］

実施期間：2015年９月

配布数 :転入者：●人

:転出者：●人

回収数（回収率）：転入者412件（●％）

転出者361件（●％）

1

 

回答者プロフィール

転 入 者
✔ 転入者の半数が

20代後半～30代後半で、

会社員が４割強。

60代以上は転入超過

（転入者17.5％、転出者11.3％）

✔ 単身26％、ファミリー層65％（そ

のうち「夫婦のみ」４割）

✔ 子どもナシ55％、未就学児童

16％

✔ 転入理由は、独立、結婚を機

✔７割が北本市の居住経 験ナシ

（Uターン約３割）

北本市「転入者・転出者」調査

転 出 者
✔転出者の４割強が

20代後半～30代前半で､

会社員は半数超。

✔年齢層は、転入者よりも

やや若い世代

✔子どもナシが６割

✔転出理由は、結婚、進学・

就職を機

2

 

 

:転入者 1,000人 

:転出者 1,000人 

平成 27（2015）年 10月 

:転入者 412人（41.2％） 

:転出者 361人（36.1％） 
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転入者は２つの年代層、
子育て世代と60代以上

3

北本市「転入者・転出者」調査

➢転入者（n＝412） ➢転出者（n＝361）

子育て世代 ５割

シ
ニ
ア
世
代
～
２
割
弱

転
入
超
過

17.5％

11.3％

子育て世代 ６割弱

転入者の家族像、結婚・独立を機に北本へ

4

［家族形態］

［家族数］

転入者の傾向

●親元を離れ、単身世帯

●単身者は、結婚を機に

［平均家族数］

転入前 2.68人

転入後 2.44人
減傾向
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持ち家( 一戸建て) 

持ち家( マンション) 

公営住宅

民間賃貸

社宅・官舎

親族・知人宅

その他

無回答

32.3 

6.6 

4.4 

42.0 

9.0 

2.2 

1.2 

2.4 

28.6 

9.0 

6.3 

44.7 

3.6 

2.4 

2.2 

3.2 

0 10 20 30 40 50 60

0102030405060

転入前/ 市外(n=412) 転入後/ 北本市内(n=412)

（％）

（％）

転入者は「民間賃貸層」４割強、
「持ち家層」３割

「持ち家」層
３割

「民間賃貸」層
４割強

［住宅形態］

5

 

転居の理由

6

北本市「転入者・転出者」調査

親や子ども、親族と同居

家族から独立
（結婚、一人暮らし）

仕事の都合
（就職、転職、退職など）

仕事の都合（転勤）

住宅購入、借換え

よりよい生活環境（利便性
向上、自然環境、治安など）

学校の都合
（進学、通学など）

病院、福祉施設への入所

よりよい子どもの教育環境

20.4 

19.4 

15.3 

14.1 

11.7 

4.6 

1.0 

0.7 

0.0 

10.4 

0 5 10 15 20 25

転入(n=412) （％）

➢転入者

４割は「同居」と「独立」、
３割は「仕事都合」、
１割が「住宅購入」

結婚

仕事の都合
（就職、転職、退職など）

住宅購入

仕事の都合（転勤）

親や子ども、親族と同居

よりよい生活環境
（交通、利便性向上）

よりよい生活環境
（自然環境、治安など）

学校の都合
（進学、通学など）

病院、福祉施設への入所

借家の借換え

よりよい子どもの教育環境

25.8 

15.2 

12.2 

11.1 

10.0 

9.1 

1.9 

0.8 

0.8 

0.6 

0.6 

9.7 

0 5 10 15 20 25 30

転出(n=361)
（％）

（n＝412）

➢転出者
３割弱は「結婚」、
３割弱は「仕事都合」、
１割強が「住宅購入」

（n＝361）
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悩んだ末に転入４割、他市へ転出１割

7

転入者 （ｎ＝412）

➤北本と他市との比較検討

「他市も探した」が
結局、北本に決めた派

42.7％

最初から
北本に決めいた派

20.1％

転出者 （ｎ＝361）

➤北本と他市との比較検討

「他市も探した」が
結局、北本を離れた派

9.4％

北本に
物件がなかった派

7.2％

北本市好意派 ６割強 北本市否定派 １割

転入者 勤めは県南へ、
県外、さいたま市・鴻巣市から北本へ

8

勤め先は
「北本市内」15％、「都内」13％、
「県内その他」12％、「さいたま市」11％

転入元は
「県外」29％、「県内その他」18％、
「都内」14％、「さいたま市」12％、「鴻巣」10％

通勤先 （n＝412） 転入元 （n＝412）
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交通の便のよさ

買い物が便利

住宅の広さ・土地や
家賃の適正価格

医療機関の充実

子育てがしやすい環境

公園やスポーツ施設の充実

働く場がある

介護・福祉制度の充実

外食やレジャーに便利

文化施設の充実（図書館
・文化センター・博物館など）

64.3 

62.4 

42.0 

39.3 

33.5 

22.8 

21.4 

18.9 

18.0 

15.3 

12.6 

70.6 

64.8 

41.3 

32.1 

31.9 

17.5 

24.1 

10.8 

15.0 

14.4 

0 20 40 60 80

転入(n=412) 転出(n=361) （％）

居住地決定時のポイント

１
位
、
２
位
は

利
便
性
重
視
派
６
～
７
割

［上位10項目］

●北本市は、
３位 住宅広さ
４位 医療機関
５位 子育て

【医療、住宅、子育
ての項目は、市の
特長が現れやすい】

●転入者は、
住宅、医療機関を
やや重視する傾向

9

転入者
「住みやすい」肯定意見が多、６割が定住意向

住みやすい 住みにくい

転入 42.3％> 23.8％

18.5ポイント差

転出 27.5％ ＜30.2％

2.7ポイント差

転入者の定住意向

（n＝412）

「住み続けたい」６割
理由 ： 住み慣れている ２０％

交通の便がよい １２％
不動産が適当である １２％

「いずれ転居したい」４割弱
理由 ： 他市にふるさと ２６％

交通の便が悪い ２０％
他に魅力あるまちがある １１％

10
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自然環境

住宅事情（広さ、

土地や家賃が適正）

通勤や通学など交通の便

買物をする場所・内容が充実

環境のよい住宅地

子育て環境の充実

公園や緑地、水辺の整備

防犯・災害対策が充実

医療機関の充実

地域のコミュニティ活動

スポーツ施設の充実

文化施設の充実

交通対策の充実

文化的活動の開催（コンサー

ト・美術展・展覧会）

教育環境の充実

生涯学習・サークル活動

福祉・介護の充実

観光地・名所旧跡

雇用の場

3.6 

28.0 

6.1 

9.4 

2.8 

34.9 

7.2 

3.6 

14.1 

7.8 

3.3 

15.8 

6.1 

4.7 

1.7 

7.2 

5.0 

16.1 

8.0 

3.3 

44.9 

29.4 

26.0 

23.8 

23.3 

19.4 

12.7 

12.7 

8.9 

6.6 

4.7 

3.6 

3.6 

3.3 

3.0 

2.8 

2.8 

2.5 

2.2 

3.0 

01020304050

魅力を感じない点(n=361) 魅力を感じる点(n=361)

（％）

自然環境

住宅事情（広さ、

土地や家賃が適正）

通勤や通学など交通の便

買物をする場所・内容が充実

環境のよい住宅地

子育て環境の充実

公園や緑地、水辺の整備

防犯・災害対策が充実

医療機関の充実

地域のコミュニティ活動

スポーツ施設の充実

文化施設の充実

交通対策の充実

文化的活動の開催（コンサー

ト・美術展・展覧会）

教育環境の充実

生涯学習・サークル活動

福祉・介護の充実

観光地・名所旧跡

雇用の場

2.7 

4.9 

18.9 

31.8 

3.6 

7.3 

5.1 

6.3 

19.9 

5.8 

8.3 

7.5 

5.6 

6.3 

5.3 

4.1 

7.0 

14.3 

21.6 

7.8 

39.1 

28.2 

20.9 

20.6 

20.6 

17.2 

16.0 

9.7 

6.6 

5.8 

4.9 

3.9 

3.4 

2.9 

2.9 

2.4 

1.9 

1.7 

1.5 

2.9 

01020304050

魅力を感じない点(n=412) 魅力を感じる点(n=412)

（％）

転入者も転出者も認める

「自然」と「住宅の広さ」
北本の
魅力とは

➢転入者 ➢転出者

魅
力

上
位
５
項
目

①自然
②住宅の広さ
③交通の便
④環境よい住宅
⑤子育て

①自然
②住宅の広さ
③交通の便
④買い物
⑤環境よい住宅

魅
力

上
位
５
項
目

魅
力
で
な
い

上
位
３
項
目

①買い物
②雇用の場
③医療機関

魅
力
で
な
い

上
位
３
項
目

①子育て
②住宅

11

インターネット

不動産業者

親族・知人

住宅情報誌

住宅展示場

新聞・広告

その他

無回答

43.2 

30.1 

25.7 

3.6 

3.2 

1.5 

13.8 

7.0 

54.0 

34.6 

16.9 

3.6 

6.1 

3.0 

15.0 

2.8 

0 10 20 30 40 50 60

転入(n=412) 転出(n=361)

（％）

市町村のホームページ

現在のまちに住む人に

聞いてみた(口コミ含む)

インターネット、
行政比較ポータルサイト

知人に聞いた

実際に歩いてみた

(現地に赴いた)

77.3 

19.3 

15.9 

15.9 

13.6 

4.5 

77.6 

15.3 

38.8 

14.1 

32.9 

0 20 40 60 80 100

転入(n=88) 転出(n=85)

（％）

住まい探しはインターネット、不動産業者
行政サービスはHP活用、転出者は比較サイト

12

住まい探し
の情報源

●転入者、転出者ともに、
インターネット、不動産業者
●転入者は
「親戚・知人」情報やや重視

北本市の
行政サービス、支援制度を
調べた人は全体の約２割

● 「ホームページ活用」は８割弱
● ２０ポイントの大差がついたの
は、「比較ポータルサイト」

行政サービス
の探索
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北本市への意見
環境、都市計画・まちづくり、子育て、交通

13

（件）

（記入総件数n＝248）
総記入件数(n=162)

環境（ごみ処理・騒音・緑
化・治安等）

都市計画・まちづくり

教育・子育て

交通（道路・バス・鉄道）

経済・産業（企業誘致、商業
施設等）

公共施設

市職員について（行政窓口
の応対等）

医療・福祉（高齢化含む）

公共料金・税金等

市民・住民間コミュニケー
ション

53

42

37

36

30

30

26

21

13

10

0 20 40 60 80

（件）➢転入者

*自由記述162件を

キーワードごとに分類・整理
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２ 将来人口の推計 

 

平成２６年度末の住民基本台帳人口を基準として、国立社会保障・人口問題研究所（以下

「社人研」という。）が推計した平成２２年から平成２７年の間の生残率の仮定値、平成２１

年度末人口と２６年度末人口の比較により算出した移動率、平成２４～２６年の出生率を平

均した出生率を設定し、県が公表している「市町村別将来人口推計ツール」を基本的に使用

して将来人口の推計を行いました。 

社人研が平成２５年３月に作成している平成２２年国勢調査人口を基準とする推計との比

較は以下のとおりです。１０年後の平成３６年度末で６２，０７２人、平成４６年度で５２，

６９８人となっています。 

 

 

 

  

70,278

68,440

H36末, 62,072

52,698

68,888

67,257

65,201
62,367

58,916

55,067

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

H21末 H22末 H23末 H24末 H25末 H26末 H27末 H28末 H29末 H30末 H31末 H32末 H33末 H34末 H35末 H36末 H37末 H38末 H39末 H40末 H41末 H42末 H43末 H44末 H45末 H46末

住基人口を基準とする推計と社人研推計の比較

住基基準推計 社人研推計 社人研推計近似曲線
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年齢３区分別の社人研推計との比較は以下のようになり、総人口では差があるものの、年

齢構成比は近い数値で推移しています。 
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３ 人口の変化による影響 

 

人口の減少及び年齢構成の変化が市民生活や市政運営に及ぼす影響として、以下のような

ことが懸念されます。 

 

（１）産業や経済の担い手の減少 

ア 現状の出生率・移動率を使用した推計では、平成２６年度末と平成３６年度末の１

０年間で比較すると、７５歳以上の人口が４，５００人以上増加するのに対し、生産

年齢人口が６，３００人減少します。その後の１０年間では老年人口も若干の減少に

転じますが、生産年齢人口はさらに７，０００人減少することとなります。 

イ 団塊の世代が既に６５歳以上となり、今後、医療や介護サービスを必要とする人が

急増することが見込まれるため、その担い手の確保が課題となりますが、生産年齢人

口の減少により大幅な人材不足が生じることが懸念されます。 

ウ 医療や介護サービス以外の分野でも、各種産業の後継者不足・人手不足と市内経済

を支える消費者の減少により、市内の産業・経済が停滞することが懸念されます。 

 

（２）地域の活力（活動を生み出す力）の低下 

ア 現状の出生率・移動率を使用した推計では、平成２６年度末と平成３６年度末の１

０年間で比較すると、老年人口が２，３００人増加するのに対し、年少人口が２，４

００人減少し、総人口としては９．３％、６，４００人の減少となります。その後の

１０年間ではさらに減少率が上がり、総人口で１５．１％、９,４００人の減少となり

ます。 

イ 現在でも既に、高齢化と参加率の低下により地域活動の継続が危ぶまれる状況です。

今後、今以上に少子高齢化と総人口の減少傾向が続くと、地域活動の停滞と隣近の人

間関係の希薄化が負の相乗効果を生み、地域の活力や福祉・防災・防犯等の共助の機

能の低下が生じることが懸念されます。 

 

（３）公共施設等の維持・更新への対応 

ア 人口増加に合わせて整備してきた公共施設及びインフラ施設について、維持管理・

更新への対応が必要となっています。未対応の施設については計画的に改修や建替え

の対応が必要であり、対応が完了している施設は今後地方債の償還が発生します。 

イ 平成２５年度末を基準とする更新費用の試算では、現在の床面積を維持するために

は今後４０年の間、１年当たり２５．４億円の整備費用が必要となっています。直近

１０年の施設整備額の平均は１３．３億円であり、約２倍の費用を支出し続ける必要

があるという推計結果となりました。 

ウ 人口の減少と年齢構成の変化により、今後必要な床面積が変動する可能性が高く、

人口動向を踏まえた公共施設の再編を検討する必要があります。 
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〈年度別公共施設整備状況〉 

 

 

 

 

〈公共施設及びインフラ施設の更新費用の推計〉 

 

 
※インフラ施設に上水道は含まない。 

既存＋新
規直近の
10年平均
は 13.3億

円 

１年当た
り整備額 
25.4億円 

差額は 
約 12.1億円 
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※平成 26年度実績（社会保障関係経費総額の 11.7％）が今後も続くものと見込んだ場合 

 

（４）財政状況への影響 

ア 生産年齢人口の減少により、個人市民税は減少することが見込まれます。一方で、

高齢者の増加により社会保障関係経費は増加することが見込まれます。後期高齢者医

療、国民健康保険及び介護保険の財政運営が厳しくなれば、保険料の上昇による市民

負担の増大や、税収が減少する中での一般会計からの負担増が必要になります。 

 

     

     

 

 

イ 今後、小・中学校の耐震化及び大規模改修並びに市庁舎の建替えに伴う、地方債償

還額が急増するとともに、公共施設等の更新を実施した場合は地方債償還が発生する

ため、公債費は現在と比較して毎年度数億円規模を上乗せした予算額の確保が必要と

なります。また、公共施設の更新を行っていくと、後年度まで公債費が高い水準で推

移することが見込まれます。 
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４ 人口動態の変化による将来推計人口の変化 

 

出生率及び移動率の設定の変更により、将来の人口規模を試算しました。 

【Ａ】 

現状維持 

■出生率：平成２４～２６年の出生率の平均値１．０６ 

■移動率：平成２１年度末人口と２６年度末人口の比較により算出 

※１８ページの住民基本台帳人口を基準とする推計を使用 

【Ｂ】 

試算１ 

■出生率：国の長期ビジョン（平成５２年に２．０７）から－０．４

ポイントを維持（平成３７年に１．３０、平成４７年に１．

５４に向上） 

■移動率：平成３２年以降、１５～４９歳の移動率（移動による減少

率）を【Ａ】の５割に改善 

【Ｃ】 

試算２ 

■出生率：国の長期ビジョン（平成５２年に２．０７）に追いつくよ

うに上昇させる（平成３７年に１．４６、平成４７年に１．

８７に向上） 

■移動率：平成３２年以降、１５～４９歳の移動率（移動による減少

率）を±０に改善 

 

 

推計結果は以下のとおりです。 

 

  

H21末 H26末 H31末 H36末 H41末 H46末

Ａ：現状維持 70,278 68,440 65,709 62,072 57,665 52,698

Ｂ：試算１ 70,278 68,440 66,289 63,561 60,139 56,256

Ｃ：試算２ 70,278 68,440 66,597 64,651 62,216 59,424

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

Ｃ:試算２ 

H37年度末 64,222人 

Ａ:現状維持 

H37年度末 61,265人 

Ｂ:試算１ 

H37年度末 62,939人 
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平成３７年度末時点のＡとＢの総人口の差は約１，６００人で、その内訳は、年少人口

約８００人、生産年齢人口約８００人となっています。 

平成３７年度末時点のＡとＣの総人口の差は約３，０００人で、その内訳は、年少人口

約１，３００人、生産年齢人口約１，７００人となっています。 

平成４６年度末には、ＡとＢの総人口の差は、約３，５００人、ＡとＣの総人口の差は、

約６，７００人となり、年数が経つほど差が広がっていく結果となっています。 
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各パターンの人口構成の推移は以下のとおりです。 

  （【Ａ】＝現状維持、【Ｂ】＝試算１、【Ｃ】＝試算２） 
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各パターンの人口動態の推移は以下のとおりです。 

  （【Ａ】＝現状維持、【Ｂ】＝試算１、【Ｃ】＝試算２） 
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５ 人口の将来展望 

 

（１）定住意識 

人口の将来を展望するにあたっては、市民の意向等を把握することが重要です。「第五次

北本市総合振興計画」の策定に向け、平成２６年９～１０月に実施した市民意識調査では、

定住意識は６１．７％となりました。 

  地域別に見ると、東地域、南部地域、公団地域の定住意識が、やや低くなっています。 

年齢別に見ると、１０～２０歳代の定住意識が低く、３０歳から７４歳までは、年齢が

上がるにつれ定住意識が高くなる傾向が見られます。また、住み始めて５年未満から２０

年未満の方の定住意識が低くなっています。 

 

 

北本市の定住意識 
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北本市の定住意識（性別、年齢、地域別） 
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北本市の定住意識（居住年数別） 

 

 

 

（２）人口の将来展望 

ア 現状の出生率・移動率を維持する推計（Ａ）のままでは、少子高齢化が今以上に進行

し、２０年後、３０年後には地域で支え合う共助が成り立たなくなったり、まちの活力

が大きく低下したりすることが懸念されます。このため、各種施策の展開を検討し、活

気あるまちを維持することをめざします。 

イ 試算１の推計（Ｂ）に基づき、平成４６年度末時点の将来人口を５６，０００人と想

定します。 

ウ 人口減少の進行を抑制し、少子高齢化による人口構成の大幅な変動を抑制します。 

エ 国の長期ビジョンでは、平成２６年に１．４８である合計特殊出生率を平成５２年 

に人口置換水準２．０７まで向上することを想定しています。本市の平成２６年の合計

特殊出生率は１．０７であり、国の数値との差は約０．４ポイントです。国の取組みに

併せて市でも各種施策を実施することにより、国の出生率の上昇と平行して市の出生率

も上昇するものと想定します。この場合に、国の出生率が２．０７に達した後も、本市

の出生率が継続して上昇すると仮定すると、約１５年遅れて市の出生率も２．０７に達

する見込みとなります。 

オ ＡとＢの今後１０年間の出生数の差は約７００人であり、平均すると１年当たり約 

７０人の差となります。 
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〈出生率の上昇イメージ〉 

 

 

  カ 社会動態については、１５～４９歳の減少率を現状の５割まで減少させることを想

定します。 

  キ ＡとＢの今後１０年間の転出入による減の差は約８００人であり、平均すると１年

当たり約８０人の差となります。 

 

（３）目指すべき将来の方向 

  人口の現状分析や将来人口推計を踏まえ、北本市として目指すべき将来の方向性を次の

とおり設定します。 

  

＜基本的視点＞ 

   若い世代が日々の暮らしに安心・安全・安らぎを感じて、その後の人生をずっと北本

市に住み続けたいと思えるようなまちにすることで、将来の北本市を担う世代の定着を

図ります。 

 

＜方向性＞ 

① 若い世代の転出を抑制し、将来的に安定した人口構成を目指します。 

② 出産・子育て世代を地域社会全体で支え合い、「出産・子育てにやさしいまち」の

イメージを定着させることで、転入を促進するとともに定住化を図ります。 

③ まちの活力維持をはかり、将来の人口構成の変化にも柔軟に対応できるような地域

の基盤をつくります。 

④ あらゆる世代の住民に仕事と働きやすい環境を提供し、多様な働き方を支援します。 



 

 


